
 

 
 

地域密着型サービスの運営状況について 

 

１ 地域密着型サービスとは 

（１）高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅ま

たは地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される

介護保険サービスが地域密着型サービスで、平成１８年４月から創設され

ました。 

 

（２）原則として市民のみが利用できるサービスで、市が指定・指導監督の権

限を持っています。 

 

２ 市内の地域密着型サービスの種類と内容 

（１）（介護予防）認知症対応型通所介護 

認知症の利用者が、できる限り居宅で能力に応じ自立した日常生活を営め

るように、入浴、排せつ・食事等の介護、健康状況の確認などの日常生活上

の世話、機能訓練などが受けられます。 

 

（２）（介護予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  

認知症の高齢者に対して、５～９人を１つの共同生活住居の単位とし、家 

庭的な雰囲気と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの

日常生活上の世話と機能訓練を行い、利用者の能力に応じて日常生活を営め

るようにするものです。 

 

（３）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（定員 29 人以下の特別養護老人ホーム） 

食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入

所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助、機能訓練、健康管理な

どが受けられます。原則要介護３～５と認定された人が利用できます。 

 

（４）地域密着型特定施設入居者生活介護 

（定員 29 人以下の介護付有料老人ホーム） 

有料老人ホーム等のうち、介護保険の指定基準を満たし、市の指定を受け

た施設（介護保険法上の特定施設）です。入浴、排せつ・食事等の介護、そ

の他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話などが受けられます。 

 

（５）（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は、利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえて、

居宅への訪問サービス、施設への通いサービス・宿泊サービスを柔軟に組み

合わせて提供することにより、能力に応じ居宅で自立した日常生活を営むこ

とができるようにするものです。 
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（６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間

を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に提供し、定期巡回型訪問と随時の

対応・随時訪問を行うことで、24 時間 365 日必要なタイミングで柔軟に提

供します。 

 

（７）地域密着型通所介護 

 平成２８年４月１日から介護保険制度改正により、定員１８名以下の「通

所介護」事業所は「地域密着型通所介護」事業所となり、指導所管は県から

市へ移譲されました。要介護状態となった方ができる限り居宅で、能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、送迎から健康管理・入浴の介

助など必要な日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 

  

（８）夜間対応型訪問介護 

  ２４時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間

専用の訪問介護です。 

 

（９）看護小規模多機能型居宅介護 

  小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせてサービスを柔軟に提供

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

３ 地域密着型サービスの利用状況 

（１） 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

（令和２年３月サービス分） 

事 業 所 名 
介護 

予防 

定員

(人) 

利用者数 

(人/日) 

稼働率 

(％) 

昨年度末 

稼働率

(％) 

安寿の郷デイサービスセンター あり ８ ０ ０ ０ 

デイサービスセンター小川の里 あり １０ ４．８ ４８．０ ５２．３ 

認知症デイサービスセンター 

あんのん館 
あり １０ ４．５ ４５．０ ３８．８ 

ニチイケアセンター東明町 なし ３ ０ ０ ０ 

合計  ５事業所 ― ３１ ９．３ ３０．０ ２６．８ 

 

（２）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

（令和２年３月末現在） 

事 業 所 名 定員(人) 
利用者数 

(人) 
空き室(室) 

昨年度末 

利用者数

(人) 

グループホーム野のユリ １８ １８ ０ １７ 

グループホーム安城福釜の家 ２７ ２７ ０ ２７ 

グループホームでんぱぁく １８ １８ ０ １８ 

グループホーム田苑春風 １８ １８ ０ １７ 

ニチイケアセンター三河安城 １８ １８ ０ １８ 

ニチイケアセンター東明町 １８ １８ ０ １８ 

グループホームじけい １８ １８ ０ １８ 

愛の家グループホーム安城今

本町 
１８ １８ ０ １７ 

グループホームひびきの家安

城 
１８ １６ ２ １５ 

けあビジョンホーム安城 １８ １７ １ １７ 

グループホームこころくばり １８ １８ ０ １８ 

グループホーム横山 
（令和２年３月１日指定） 

９ ９ ０  

合計  １２事業所 ２１６ ２１３ ３ ２００ 

 



 

 
 

（３）地域密着型介護老人福祉施設 

（令和２年３月末現在） 

事 業 所 名 定員(人) 
利用者数

(人) 
空き室(室) 

昨年度末 

利用者数

（人） 

特別養護老人ホーム 

アルクオーレ安城横山 
２９ ２９ ０ ２９ 

地域密着型特別養護老人 

ホームこころくばり 
２９ ２９ ０ ２８ 

合計   ２事業所 ５８ ５８ ０ ５７ 

 

（４）地域密着型特定施設入居者生活介護 

（令和２年３月末現在） 

 

（５）（看護）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

（令和２年３月サービス分） 

事 業 所 名 
定員

(人) 

登録

者数

① 

利用延べ回数 
１人の 

1 週間 

あたりの

平均回数 

昨年度末の 

１人の 

1 週間 

あたりの平

均回数 
通い② 

訪問 

介護③ 
宿泊④ 

あかねぞら  

大黒・恵比須 
２５ １９ ３７２ ０ １７１ ６．５ ７．３ 

小規模多機能ホー

ムでんぱぁく 
２５ １１ ０ 3,964 ０ ８１．４ ６４．６ 

ニチイケアセンタ

ー東明町（要介護

のみ） 

２９ ２６ ４１２ ２３２ １１４ ６．６ ８．７ 

小規模多機能ホー

ムひまわり・福釜 
２９ ２５ ４６４ ４２６ ２１５ １０．０ １０．０ 

看護小規模多機能

型居宅介護こころ

くばり 

１８ ８ ２５ 
介護 24 

看護 20 
２ ２．０ ６．０ 

合計  ５事業所 １２６ ８９ 1,273 4,666 ５０２ １６．６ １６．５ 

 ※ 1 人の 1 週間あたりの平均回数＝[(②＋③＋④ )÷( ①×31 日 )]×７日 

事 業 所 名 定員(人) 
利用者数

(人) 
空き室(室) 

昨年度末 

利用者数

（人） 

介護付有料老人ホーム  

みどりの家 
２９ ２９ ０ ２９ 

すえひろ翔裕館 ２９ ２６ ３ ２３ 

合計   ２事業所 ５８ ５５ ３ ５２ 



 

 
 

（６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護（市内） 

        （令和２年３月末現在） 

事 業 所 名 利用者数(人) 
昨年度末 

利用者数（人） 

２４Ｈ看護･介護ステーション オレンジ ５７ ５７ 

定期・随時アイシー定随介護看護 １ ０ 

合計   ２事業所 ５８ ５７ 

 

（７）地域密着型通所介護（市内） 

（令和２年３月サービス分） 

事 業 所 名 
介護 

予防 
定員(人) 

利用者数 

(人/日) 

稼働率 

（％） 

昨年度末 

稼働率 

(％) 

レスパイトステーション 

安あん 
 ５ １.０ ２０．０ ２８．９ 

デイサービスセンター 

ゆめりん 
あり １０ ５．７ ５７．０ ６６．２ 

デイサービス さるびあ あり １８ １１．５ ６３．９ ７５．４ 

デイサービスセンター  

リ・ライフ 
あり ２０ 

(1 単位 10) 
９．２ ４６．０ ６５．２ 

デイサービス リネット あり ３０ 
(1 単位 15) 

１２．３ ４１．０ ６３．０ 

デイサービス アルクオー

レ安城横山 
あり １８ １５．７ ８７．２ ８４．２ 

宅老所あすなろ なし １０ ４．７ ４６．５ ６３．３ 

デイサービス じけいの庭 あり １０ ８．０ ８０．５ ７７．０ 

デイサービス みなみの風 あり １５ １０．７ ７１．０ ５６．７ 

株式会社ライフサポート 

デイサービスセンター 
あり １８ １２．９ ７１．８ ６６．９ 

ケアーセンターうらら あり １８ １３．５ ７５．０ ７０．９ 

デイサービス いちみ あり １５ ８．１ ５４．２ ８２．４ 

デイサービス ちゃや あり １３ １０．３ ７９．４ ７２．６ 

リハビリデイサービス

nagomi 安城店 
（令和元年６月１日指定） 

あり ２０ 
(１単位 10) 

６．３ ３１．４  

デイサービス花むすび 

（令和元年９月１日指定） 
あり １８ １６．４ ９１．２  

合計  １５事業所  ２３８ １４６．３ ６１．５ ６６．９ 

 



４　地域密着型サービスの指定状況

（１）令和元年度　新規指定事業所

申請者

法人名 名称 所在地

1 エース内山薬品株式会社
リハビリデイサービス
ｎａｇｏｍｉ安城店

安城市大山町1丁目4番地
1

地域密着型通所介護 令和元年6月1日 令和7年5月31日

2 株式会社いずみ デイサービス花むすび
安城市桜井町五ヶ野13番
地2

地域密着型通所介護 令和元年9月1日 令和7年8月31日

3
介護予防認知症対応型
共同生活介護

4
認知症対応型共同生活
介護

（２）令和元年度　指定更新事業所

申請者

法人名 名称 所在地

1
介護予防認知症対応型
通所介護

2 認知症対応型通所介護

3 社会福祉法人百陽会
デイサービス
アルクオーレ安城横山

安城市横山町赤子10番地 地域密着型通所介護 令和元年5月1日 令和7年4月30日

4
介護予防認知症対応型
共同生活介護

5
認知症対応型共同生活
介護

6
介護予防認知症対応型
共同生活介護

7
認知症対応型共同生活
介護

8 株式会社碧介護サービス
介護付有料老人ホーム
みどりの家

安城市北山崎町北浦18番
地

地域密着型特定施設入
居者生活介護

令和2年3月10日 令和8年3月9日

事業所
サービス種類 指定更新年月日

指定有効
終了年月日

事業所
サービス種類

指定年月日
（開設年月日）

指定有効
終了年月日

株式会社大木家 グループホーム横山
安城市横山町赤子1番地
63

令和2年3月1日 令和8年2月28日

社会福祉法人安祥福祉会
認知症デイサービスセン
ターあんのん館

安城市福釜町矢場88番地 平成31年4月1日 令和7年3月31日

メディカル・ケア・サー
ビス東海株式会社

愛の家グループホーム
安城今本町

安城市今本町4丁目5番13
号

令和元年12月1日 令和7年11月30日

株式会社ヒビキ
グループホームひびきの
家安城

安城市東端町山ノ神90番
地1

令和2年3月1日 令和8年2月28日



（３）令和元年度　廃止事業所

申請者

法人名 名称 所在地

1 株式会社さるびあ
デイサービスさるびあ
岡崎

岡崎市戸崎新町6番地21 地域密着型通所介護 平成31年4月15日
通所介護（愛知県指
定）に移行したため

2 株式会社Ｍ．Ｙ． デイサービス杜の家
西尾市山下町東八幡山51
番地

地域密着型通所介護 平成31年4月20日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

3 おとらいふ株式会社 デイサービス木の香
西尾市米津町八百目83番
地11

地域密着型通所介護 平成31年4月26日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

4 有限会社和の里 デイサービス花こよみ
碧南市湖西町3丁目43番
地

地域密着型通所介護 平成31年4月30日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

5 有限会社クローバー デイサービスコスモス
岡崎市青野町字城屋敷44
番地3

地域密着型通所介護 令和元年5月1日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

6 株式会社栄光会 あづま家デイサービス
岡崎市欠町字清水田29番
地1

地域密着型通所介護 令和元年5月1日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

7 株式会社電波堂
デイサービス和ごころ
里町

安城市里町1丁目17番地3 地域密着型通所介護 令和元年6月30日
職員確保及び収益上
の問題により運営が
困難なため

8 有限会社リリーハート デイサービスまつざき
岡崎市牧御堂町字花辺6
番地

地域密着型通所介護 令和元年6月30日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

9 株式会社ビバント ハイラッセ　クルール
岡崎市法性寺町字猿待79
番地1

地域密着型通所介護 令和元年6月30日
安城市被保険者の利
用がなくなったため

10 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター三河
安城

安城市三河安城本町1丁
目32番地14

認知症対応型通所介護 令和元年12月10日
人員等体制が整わな
いため

事業所
サービス種類 廃止年月日 廃止理由



 
 

５ 地域密着型サービスの指導・監査状況について  

 

（１）令和元年度地域密着型サービス事業所の実地指導状況について 

安城市では、全ての介護サービス事業所に対し、原則として３年に一度は実

地指導を行っています。 

令和元年度、地域密着型サービスでは、１２事業者２０事業所に対し実地指

導を行いました。 

（参考：平成３０年度実績 １６事業者２１事業所） 

 

主な指導内容は以下のとおりです。 

  

① 重要事項説明書と運営規程の整合を図ること。(従業者の職種・員数、利用

者の負担割合、利用料金) 

② 負担割合が変更となる利用者については、重要事項説明書によりその旨を

説明し、同意を得ること。 

③ 管理者の兼務は、管理上、又は利用者の処遇に支障が無い場合に限ること。 

④ 管理者の出勤状況を適切に管理し、記録に残すこと。 

⑤ 必要な職員の配置を満たしていない日があるので、人員配置を改めること。

職員の補充等体制の充実を図ること。 

⑥ 職員の資質向上のため、計画に沿った研修の実施に努めること。  

⑦ サービスの質の向上を図るための研修の機会が不足しているので研修の充

実に努めること。 

⑧ 各サービスの介護計画について、内容の充実を図ること。介護計画は、利

用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ることに留意すること。 

⑨ 個人情報利用については、利用者及び家族からあらかじめ文書で同意を得

ておくこと。 

⑩ 身体拘束等適正化のための取組を行うこと。 

⑪ 非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難訓練等を実施すること。 

⑫ 加算算定の基準に適合しているか自主点検を行うこと。 

 

（２）令和２年度地域密着型サービス事業所の実地指導予定について 

  対象事業所  １３事業者２５事業所 



市内地域密着型サービス事業所一覧 (令和２年５月１日現在)

認知症対応型共同生活介護事業所
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成13年5月29日 平成26年5月29日 令和2年5月28日 令和2年5月29日 有限会社野のユリ グループホーム野のユリ 安城市二本木新町3丁目2番地5

2 平成15年12月15日 平成27年12月15日 令和3年12月14日 令和3年12月15日 有限会社アートプロジェクト グループホーム安城福釜の家 安城市福釜町里添56番地3

3 平成16年11月15日 平成28年11月15日 令和4年11月14日 令和4年11月15日 株式会社日本介護研究所 グループホーム　でんぱぁく 安城市横山町石ナ曽根175番地

4 平成17年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 令和5年7月1日 社会福祉法人愛知慈恵会 グループホーム田苑春風 安城市小川町三ツ塚1番地1

5 平成21年10月1日 平成27年10月1日 令和3年9月30日 令和3年10月1日 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター三河安城
グループホーム　ニチイのほほえみ

安城市三河安城本町１丁目32番地
14

予防も同日指定

6 平成23年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 令和5年7月1日 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター東明町
グループホーム　ニチイのほほえみ

安城市東明町14番地11 予防も同日指定

7 平成24年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 令和6年4月1日 学校法人さくら学園 グループホームじけい 安城市西別所町中新田20番地 予防も同日指定

8 平成25年12月1日 平成25年12月1日 令和7年11月30日 令和7年12月1日
メディカル・ケア・サービス東海株
式会社

愛の家グループホーム安城今本町 安城市今本町4丁目5番13号 予防も同日指定

9 平成26年3月1日 平成26年3月1日 令和8年2月28日 令和8年3月1日 株式会社ヒビキ グループホームひびきの家安城 安城市東端町山ノ神90番地１ 予防も同日指定

10 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日 令和5年5月1日 株式会社ビジュアルビジョン けあビジョンホーム安城 安城市別郷町油石96番地1 予防も同日指定

11 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 令和6年4月1日 社会福祉法人相志会 グループホームこころくばり 安城市篠目町竜田155番地 予防も同日指定

12 令和2年3月1日 令和2年3月1日 令和8年2月28日 令和8年3月1日 株式会社大木家 グループホーム横山 安城市横山町赤子1番地63 予防も同日指定

認知症対応型通所介護事業所
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成12年3月28日 平成26年4月1日 令和8年3月31日 令和8年4月1日 社会福祉法人觀寿々会 安寿の郷デイサービスセンター 安城市別郷町油石105番地

2 平成14年3月29日 平成27年3月29日 令和3年3月28日 令和3年3月29日 社会福祉法人愛知慈恵会 デイサービスセンター小川の里 安城市小川町三ッ塚1番地1

3 平成19年4月1日 平成25年4月1日 令和7年3月31日 令和7年4月1日 社会福祉法人安祥福祉会 認知症デイサービスセンターあんのん館 安城市福釜町矢場88番地 予防も同日指定

4 平成26年5月1日 平成26年5月1日 令和8年4月30日 令和8年5月1日 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東明町 安城市東明町14番地11 予防は指定なし

小規模多機能型居宅介護事業所
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成21年3月1日 平成27年3月1日 令和3年2月28日 令和3年3月1日 社会福祉法人愛知慈恵会 あかねぞら　大黒・恵比須 安城市東端町山ノ神115番地1 予防も同日指定

2 平成21年3月16日 平成27年3月16日 令和3年3月15日 令和3年3月16日 株式会社日本介護研究所 小規模多機能ホームでんぱぁく 安城市横山町石ナ曽根175番地 予防も同日指定

3 平成23年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日 令和5年7月1日 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター東明町
ニチイのやわらぎ

安城市東明町14番地11 予防は指定なし

4 平成26年4月1日 平成26年4月1日 令和8年3月31日 令和8年4月1日 医療法人愛生館 小規模多機能ホームひまわり福釜 安城市福釜町小六75番地2 予防も同日指定

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 令和6年4月1日 社会福祉法人相志会
看護小規模多機能型居宅介護
こころくばり

安城市篠目町竜田155番地

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成25年3月1日 平成25年3月1日 令和7年2月28日 令和7年3月1日 社会福祉法人百陽会 特別養護老人ホーム　アルクオーレ安城横山 安城市横山町赤子10番地

2 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 令和6年4月1日 社会福祉法人相志会
地域密着型特別養護老人ホーム
こころくばり

安城市篠目町竜田155番地

地域密着特定施設
入居者生活介護
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成26年3月10日 平成26年3月10日 令和8年3月9日 令和8年3月10日 株式会社碧介護サービス 介護付有料老人ホームみどりの家 安城市北山崎町北浦18番地

2 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月31日 令和6年4月1日 関西サンガ すえひろ翔裕館 安城市末広町9番27号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
指定年月日 指定の更新日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請（開設）者の名称 事業所名称 事業所所在地 備考

1 平成27年4月1日 平成27年4月1日 令和3年3月31日 令和3年4月1日 オレンジ生活サポート株式会社 24Ｈ看護・介護ステーション　オレンジ 北山崎町大山9番地1

2 平成28年4月1日 平成28年4月1日 令和4年3月31日 令和4年4月1日 株式会社アイシーリビング 定期・随時アイシー定随介護看護 篠目町1丁目13番地5



市内地域密着型通所介護事業所一覧（令和２年５月１日現在）

指定年月日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請者　法人名 事業所名称 事業所所在地

1 平成28年4月1日 令和2年6月30日 令和2年7月1日 株式会社ＬＩＢＳ レスパイトステーション安あん※ 安城市赤松町的場145番地

2 平成28年4月1日 令和5年6月30日 令和5年7月1日 有限会社ハートスペース デイサービスセンターゆめりん 安城市横山町横山45番地1

3 平成28年4月1日 令和6年10月31日 令和6年11月1日 株式会社さるびあ デイサービス　さるびあ
安城市二本木新町2丁目15番地
5

4 平成28年4月1日 令和6年12月31日 令和7年1月1日 株式会社Philosopher's body project デイサービスセンター　リ・ライフ 安城市桜井町森田56番地1

5 平成28年4月1日 令和6年2月28日 令和7年3月1日 株式会社暁不動産 デイサービス　リネット 安城市横山町寺田34番地１

6 平成28年4月1日 令和7年4月30日 令和7年5月1日 社会福祉法人百陽会 デイサービス　アルクオーレ安城横山 安城市横山町赤子10番地

7 平成28年4月1日 令和2年8月14日 令和2年8月15日 有限会社あすなろ 宅老所あすなろ 安城市福釜町細池89番地6

8 平成28年4月1日 令和2年12月31日 令和3年1月1日 社会福祉法人さくら福祉園 デイサービス　じけいの庭 安城市相生町5番9号

9 平成28年4月1日 令和3年1月31日 令和3年2月1日 株式会社みなみコーポレーション デイサービス　みなみの風 安城市南町7番19号

10 平成28年4月1日 令和3年4月29日 令和3年4月30日 株式会社ライフサポート
株式会社ライフサポートデイサービス
センター

安城市三河安城南町1丁目13番
地4

11 平成28年4月1日 令和3年5月31日 令和3年6月1日 株式会社ケアーセンターうらら ケアーセンターうらら 安城市古井町揚り登30番地4

12 平成28年4月1日 令和3年10月31日 令和3年11月1日 合同会社ＫＭＹ デイサービス　いちみ 安城市桜井町西町下29番地

13 平成28年4月1日 令和5年3月31日 令和5年4月1日 株式会社中屋 デイサービス　ちゃや 安城市宇頭茶屋町南裏53番地１

14 令和元年6月1日 令和7年5月31日 令和7年6月1日 エース内山薬品株式会社
リハビリデイサービス
nagomi安城店

安城市大山町1丁目4番地1

15 令和元年9月1日 令和7年8月31日 令和7年9月1日 株式会社いずみ デイサービス　花むすび 安城市桜井町五ヶ野13番地2

16 令和2年4月1日 令和8年3月31日 令和8年4月1日 株式会社和 デイサービス　和の街 安城市里町1丁目17番地3

※=地域密着型通所介護（療養通所介護）

市外地域密着型通所介護事業所一覧（令和２年５月１日現在）

指定年月日 有効期間満了日 指定の更新予定日 申請者　法人名 事業所名称 事業所所在地

1 平成28年4月1日 令和7年3月31日 令和7年4月1日 株式会社電波堂 デイサービス和ごころ 岡崎市籠田町3番地

2 平成28年4月1日 令和3年4月30日 令和3年5月1日 株式会社アバンセライフサポート デイサービスおかげ庵刈谷 刈谷市今岡町東畑3番

3 平成28年4月1日 令和3年7月31日 令和3年8月1日 株式会社アバンセライフサポート デイサービスおかげ庵岡崎南 岡崎市土井町字荒井乙12番地1

4 平成28年4月1日 令和6年1月31日 令和6年2月1日 有限会社介護の街 デイサービスゆずのきの家 刈谷市半城土町本郷55番地

5 平成28年4月1日 令和6年1月31日 令和6年2月1日 有限会社介護の街 デイサービスさくらのきの家 知立市牛田町地内39

6 平成28年4月1日 令和6年5月31日 令和6年6月1日 株式会社アールエス デイサービスリハビリガーデン
刈谷市半城土西町2丁目14番地
5



 

○安城市附属機関の設置に関する条例 

平成25年12月24日安城市条例第34号 

改正 

平成27年３月25日安城市条例第１号 

平成27年９月29日安城市条例第34号 

平成28年９月29日安城市条例第39号 

平成28年12月26日安城市条例第50号 

平成29年３月24日安城市条例第12号 

平成29年９月28日安城市条例第34号 

平成30年３月27日安城市条例第８号 

平成30年６月26日安城市条例第35号 

平成31年３月27日安城市条例第１号 

令和元年９月30日安城市条例第31号 

安城市附属機関の設置に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（委員） 

第４条 附属機関の委員（以下この条において「委員」という。）の定数は、別表委員定数の欄に

掲げるとおりとする。 

２ 委員は、別表委員構成の欄に掲げる者のうちから、附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は

任命する。 

３ 委員の任期は、別表委員任期の欄に掲げるとおりとし、再任を妨げない。委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 



 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関

の属する執行機関が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 安城市特別職報酬等審議会条例（昭和39年条例第44号） 

(２) 安城市総合計画審議会条例（昭和40年条例第19号） 

(３) 安城市住居表示審議会条例（昭和38年条例第28号） 

(４) 安城市青少年問題協議会条例（昭和34年条例第17号） 

(５) 安城市スポーツ推進審議会条例（昭和53年安城市条例第58号） 

３ この条例の施行の際現にこの条例の規定により設置された附属機関に相当する附属機関等（以

下「旧附属機関等」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例の規定によ

り設置された附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、

これらの委員の任期は、第４条第３項前段の規定にかかわらず、旧附属機関等の委員の残任期間

とする。 

附 則（平成27年３月25日安城市条例第１号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月29日安城市条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年９月29日安城市条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月26日安城市条例第50号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月24日安城市条例第12号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年９月28日安城市条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（安城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 



 

２ 安城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成30年３月27日安城市条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年６月26日安城市条例第35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日安城市条例第１号） 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月30日安城市条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表（第２条－第４条関係）      抜粋 

執行機関 名称 担任事務 委員定数 委員構成 委員任期 

市長 安城市介

護保険地

域密着型

サービス

運営委員

会 

地域密着型サービス及び

地域密着型介護予防サー

ビスに係るサービス費の

額、事業者の指定並びに

事業の人員、設備及び運

営に関する基準等に関す

る事項の調査審議 

10人以内 学識経験を有する者 

福祉、医療又は保健の

関係者 

介護サービス事業者

又は介護予防サービ

ス事業者を代表する

者 

介護保険の被保険者 

その他市長が必要と

認める者 

３年 

 



1/2 

○安城市介護保険地域密着型サービス運営委員会規則 

平成26年１月24日安城市規則第11号 

改正 

平成27年８月24日安城市規則第30号 

安城市介護保険地域密着型サービス運営委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安城市附属機関の設置に関する条例（平成25年安城市条例第34号）第５条の

規定に基づき、安城市介護保険地域密着型サービス運営委員会（以下「委員会」という。）に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、安城市附属機関の設置に関する条例別表に定めるその担任

する事務について、意見を述べるものとする。 

（会長及び副会長） 

第３条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（関係者の出席等） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見

を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 
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この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年８月24日安城市規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


